
教育支援教室の拡充について 

 

１ 概要 

現在の教育支援教室（旧適応指導教室）に加えて、児童文化センターとアクエル前橋で

教育支援教室の活動を行い、不登校支援の機会の更なる充実を図ります。 

 

２ 目的・意義 

 現在、３ヶ所の教育支援教室が市の中央部から北側に点在しているため、地域によって

は、遠距離のため通いづらい状況にあり、教育支援教室への相談や見学を行った児童生徒

の中には、継続的な活用に至らなかったケースが見られています。 

２名の指導員が公共施設等に出向いて教育支援教室の活動を行う場を設けることで、希

望する児童生徒が通いやすい環境が整い、不登校支援の機会を更に充実させることができ

ます。 

 

３ 活動場所・日時 

○児童文化センター（前橋市西片貝町五丁目８）２階 どれみふぁルーム 

毎週火曜日と木曜日（祝祭日、長期休業期間、施設の休館日は除く） 

９：００～１２：００ 

○アクエル前橋（前橋市表町二丁目３０－８） ２階 前橋市高校生学習室 

毎週水曜日（祝祭日、長期休業期間、施設の休館日は除く） 

９：００～１２：００（試行期間は１０：００～１２：００） 

 

４ 今後の予定 

試行期間 ８月３０日（火）～９月１５日（木） 

 見学や体験、来室相談を自由に行える期間 

正式運用 ９月２１日（水）から 

周知方法 各学校から、支援を必要とする児童生徒やその保護者に案内を配付 

 

５ 教育支援教室（旧適応指導教室）の説明 

不登校児童生徒に対して学校への復帰や社会的な自立を目指した学習や生活面での個別

支援を行うために、教育委員会が設置した校外の公的施設。 

現在、総合教育プラザ内「にじの家」、富士見公民館内「あすなろ」、粕川支所内「かがや

き」の３ヶ所に設置。（月曜日から金曜日の９：００～１５：００で常時開設） 
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